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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等

（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
五
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

本
則
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等 

第
一 

届
出
の
通
則 

一 

保
険
医
療
機
関
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療

機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保
険
薬
局
（
同
号
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
保
険

医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
二
か
ら
第
十
五
ま
で
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
従
い
、
適
正
に
届
出
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

二 

保
険
医
療
機
関
等
は
、
届
出
を
行
っ
た
後
に
、
当
該
届
出
に
係
る
内
容
と
異
な
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件 
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四 

粒
子
線
治
療
の
施
設
基
準
等 

(1) 

粒
子
線
治
療
の
施
設
基
準 

イ 
当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
放
射
線
治
療
を
専
ら
担
当
す
る
常
勤
の
医
師
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
う
ち
一

名
以
上
は
放
射
線
治
療
に
つ
い
て
相
当
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
治
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
機
器
及
び
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

(2) 

粒
子
線
治
療
の
注
１
に
規
定
す
る
患
者 

別
表
第
十
一
の
四
に
掲
げ
る
患
者 

五 

粒
子
線
治
療
適
応
判
定
加
算
の
施
設
基
準 

(1) 

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
放
射
線
治
療
を
専
ら
担
当
す
る
専
従
の
常
勤
医
師
（
放
射
線
治
療
に
つ
い
て
、
相
当
の

経
験
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

(2) 

当
該
治
療
の
適
応
判
定
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

六 

粒
子
線
治
療
医
学
管
理
加
算
の
施
設
基
準 
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別
表
第
十
一
の
四 

粒
子
線
治
療
の
注
１
に
規
定
す
る
対
象
患
者 

小
児
腫
瘍
（
限
局
性
の
固
形
悪
性
腫
瘍
に
限
る
。
）
の
患
者 

手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
骨
軟
部
腫
瘍
の
患
者 

頭
頸 け

い

部
悪
性
腫
瘍
（
口
腔 く

う

・
咽
喉
頭
の
扁 へ

ん

平
上
皮
癌 が

ん

を
除
く
。
）
の
患
者 

手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
早
期
肺
癌 が

ん

（
日
本
肺
癌 が

ん

学
会
が
定
め
る
「
肺
癌 が

ん

取
扱
い
規
約
」
に
お
け
る
Ⅰ
期
か

ら
Ⅱ
Ａ
期
ま
で
の
肺
癌 が

ん

に
限
る
。
）
の
患
者 

手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
肝
細
胞
癌 が

ん

（
長
径
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者 

手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
肝
内
胆
管
癌 が

ん

の
患
者 

手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
局
所
進
行
性
膵 す

い

癌 が
ん

の
患
者 

手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
局
所
大
腸
癌 が

ん

（
手
術
後
に
再
発
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者 

手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
局
所
進
行
性
子
宮
頸 け

い

部
腺
癌 が

ん

の
患
者 

手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
局
所
進
行
性
子
宮
頸 け

い

部
扁 へ

ん

平
上
皮
癌 が

ん

（
長
径
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
の
患
者 
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手
術
に
よ
る
根
治
的
な
治
療
が
困
難
な
悪
性
黒
色
腫
（
婦
人
科
領
域
の
臓
器
か
ら
発
生
し
た
悪
性
黒
色
腫
に
限
る
。
）
の

患
者 限

局
性
及
び
局
所
進
行
性
前
立
腺
癌 が

ん

（
転
移
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
患
者 

別
表
第
十
二 
介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
に
つ
い
て
算
定
で
き
な
い
検
査
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
及
び
麻

酔 一 

算
定
で
き
な
い
検
査 

(1) 

検
体
検
査
（
医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｄ
０
０
７
の
36
に
掲
げ
る
血
液
ガ
ス
分
析
及
び
当
該
検
査
に
係
る
医
科
点
数

表
区
分
番
号
Ｄ
０
２
６
の
４
に
掲
げ
る
生
化
学
的
検
査
(Ⅰ)

判
断
料
並
び
に
医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｄ
４
１
９
の
３
に
掲

げ
る
動
脈
血
採
取
で
あ
っ
て
、
保
険
医
療
機
関
の
保
険
医
が
療
養
病
床
か
ら
転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設
に
赴
い
て

行
う
も
の
を
除
く
。
） 

(2) 

呼
吸
循
環
機
能
検
査
等
の
う
ち
医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｄ
２
０
８
に
掲
げ
る
心
電
図
検
査
及
び
医
科
点
数
表
区
分

番
号
Ｄ
２
０
９
に
掲
げ
る
負
荷
心
電
図
検
査
（
心
電
図
検
査
の
注
に
掲
げ
る
も
の
又
は
負
荷
心
電
図
検
査
の
注
１
に
掲

げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
険
医
療
機
関
の
保
険
医
が
療
養
病
床
か
ら
転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設
に
赴
い
て
行
う
診


